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懷
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治
論

二
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三

一
、
は
じ
め
に

　

日
本
近
世
の
儒
敎
史
に
つ
い
て
、
徂
徠
學
を
分
水
嶺
と
す
る
學
術
史
觀
は
江
戶

時
代
中
朞
に
既
に
登
場
し
て
い
る
。

ち
湯
淺
常
山
が
「
徂
徠
學
ニ
テ
世
閒
一
變

ス
ト
。
然
ド
モ
徂
徠
一
生
ノ
閒
ハ
人
半
信
半
疑
ヲ
、
今
ノ
世
文
物
ノ
開
キ
タ
ル
ヲ

見
セ
マ
セ
バ
、
サ
ゾ
悅
ナ
ル
ラ
メ（

１
）。」

と
言
う
が
如
き
で
あ
る
。
常
山
は
荻
生
徂

徠
高
弟
の
服
部
南
郭
に
學
ん
で
お
り
、
こ
の
言
は
徂
徠
學
內
部
よ
り
發
せ
ら
れ
て

い
る
が
、
し
か
し
徂
徠
學
の
登
場
を
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
と
看
做
す
こ
と
は
、

今
日
に
お
い
て
も
首
肯
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
徂
徠
學
は
、
小
島
康
敬
が
「
徂
徠

は
從
來
の
儒
學

―
特
に
批
判
の
對
象
と
し
た
の
は
朱
子
學

―
の
政
治
的
思
惟

の
貧
困
を
克
服
せ
ん
と
し
て
、
儒
敎
を
私
的
な
「
心
法
の
學
」
か
ら
公
的
な
「
經

世
濟
民
の
學
」
へ
と
切
り
か
え（

２
）」

た
と
言
う
よ
う
に
、
政
治
的
志
向
性
が
高
か
っ

た
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
徂
徠
學
が
席
捲
す
る
よ
う
に
な
る
と
徂
徠
學
へ
の
批
判
も
卷
き
起

こ
り
、
大
坂
に
あ
っ
て
反
徂
徠
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
の
が
官
許
學
問
所
の
懷
德
堂

で
あ
っ
た
。
懷
德
堂
は
中
井
竹
山
・
履
軒
兄
弟
の
時
に
全
盛
朞
を
迎
え
る
が
、
兄

弟
の
師
で
あ
り
懷
德
堂
で
敎
授
し
て
い
た
五
井
蘭
洲
が
、
朱
子
學
を
擁
護
す
る
見

地
よ
り
反
徂
徠
の
旗
幟
を
鮮
朙
に
し
た
こ
と
で
、
反
徂
徠
と
い
う
學
派
的
傾
向
が

形
成
さ
れ
た
。
懷
德
堂
の
反
徂
徠
學
と
い
う
性
格
は
、
江
戶
時
代
中
後
朞
に
は
廣

く
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
原
念
齋
『
先
哲
叢
談
』
五
井
蘭
洲
の
條
に
は

「
蘭
洲
朱
學
を
家
庭
に
承
け
、
力
め
て
徂
徠
を
斥
け
宋
儒
を
護
る
。（
蘭
洲
承
朱
學

於
家
庭
、
力
斥
徂
徠
護
宋
儒（

３
）。）」

と
あ
り
、
廣
瀨
淡
窓
『
儒
林
評
』
中
井
竹
山
の
條

に
は
「
竹
山
ハ
非
徵
・
逸
史
等
ノ
書
ヲ
著
シ
、
其
名
天
下
ニ
傳
ヘ
タ
リ
。
但
シ
非

徵
ハ
壯
年
ノ
作
ニ
テ
、
晚
年
ニ
ハ
大
ニ
悔
イ
シ
ト
カ
承
ル（

４
）」

と
紹
介
さ
れ
、
徂
徠

『
論
語
徵
』
を
駁
し
た
『
非
徵
』
が
竹
山
の
主
著
と
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
後
發
の
思
想
が
先
發
の
思
想
の
影
響
を
全
く
蒙
ら
な
い
と
い
う
こ

と
は
な
く（

５
）、

懷
德
堂
の
朱
子
學
に
も
徂
徠
學
の
政
治
的
志
向
が
受
け
繼
が
れ
て
い

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ち
、
平
重
衟
が
徂
徠
學
に
よ
っ
て
學
問
の
領
域
が
經

學
と
經
世
の
學
問
と
の
兩
部
門
に
分
た
れ
、
こ
の
體
系
が
竹
山
に
繼
承
さ
れ
て
い

っ
た
と
し（

６
）、

藤
居
岳
人
が
懷
德
堂
の
朱
子
學
は
政
治
を
重
視
す
る
點
に
お
い
て
、

徂
徠
學
と
共
通
性
を
㊒
し
て
い
た
と
言
う
が
如
き
で
あ
る（

７
）。

　

確
か
に
懷
德
堂
諸
儒
の
言
說
を
見
て
い
る
と
、
政
治
的
發
想
に
基
づ
く
所
論
が

目
に
付
く
。
例
え
ば
懷
德
堂
を
代
表
す
る
學
說
と
し
て
は
無
鬼
論
が
夙
に
著
名
で

あ
る
が
、
鬼
神
の
㊒
無
と
い
う
宗
敎
的
・
存
在
論
的
命
題
に
つ
い
て
、
履
軒
は
政

懷
德
堂
の
統
治
論
―
徂
徠
學
と
の
思
想
的
接
續

―

�

黑
田
秀
敎



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

二
〇
四

（『
大
學
章
句
』
經
一
章（

９
））

　
「
新
民
」
を
、
㊒
德
者
が
自
己
の
德
を
押
し
廣
げ
て
民
衆
を
敎
化
す
る
こ
と
で

あ
る
と
し
、
そ
の
果
て
に
治
國
平
天
下
が
齎
ら
さ
れ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
、
主
體

が
君
主
に
非
ざ
る
場
合
で
も
同
樣
で
あ
っ
た
。

曰
く
、
治
國
平
天
下
は
天
子
諸
侯
の
事
な
り
。
卿
大
夫
以
下
は
、
蓋
し
與
る

こ
と
無
か
ら
ん
か
。
…
…
。
曰
く
、
…
…
。
或
い
は
勢
は
匹
夫
の
賎
に
在
る

と
雖
も
、
而
も
以
て
其
の
君
を
堯
舜
と
し
、
其
の
民
を
堯
舜
と
す
る
所
以

の
者
は
、
亦
た
未
だ
嘗
て
其
の
分
の
內
に
在
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。

（
曰
、
治
國
平
天
下
者
天
子
諸
侯
之
事
也
。
卿
大
夫
以
下
、
蓋
無
與
焉
。
…
…
。
曰
、

…
…
。
雖
或
勢
在
匹
夫
之
賎
、
而
所
以
堯
舜
其
君
、
堯
舜
其
民
者
、
亦
未
嘗
不
在
其

分
內
也
。）（『
大
學
或
問
』
卷
一）

（1
（

）

　

そ
の
身
が
卑
賎
な
匹
夫
で
あ
ろ
う
と
も
、
自
己
の
朙
德
に
よ
っ
て
君
主
や
民
を

堯
舜
の
よ
う
な
㊒
德
者
た
ら
し
む
る
こ
と
に
よ
り
、
治
國
平
天
下
に
貢
獻
す
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
朱
子
學
に
お
け
る
統
治
論
で
は
衟
德
的
人
物
が
主
體
に
な
り
、

そ
の
㊒
德
者
が
身
に
培
っ
た
德
性
に
よ
っ
て
民
衆
の
心
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、

民
衆
を
も
衟
德
に
目
覺
め
さ
せ
、
太
平
の
世
を
實
現
す
る
。
つ
ま
り
、
人
の
外
部

よ
り
心
を
拘
束
矯
正
せ
し
め
る
制
度
法
令
の
類
は
、
基
本
的
に
統
治
の
主
要
な
方

法
論
と
し
て
敎
說
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

で
は
、
斯
る
朱
子
學
的
思
惟
に
準
據
し
た
場
合
、
現
實
の
政
治
的
懸
案
事
項
に

對
し
て
如
何
な
る
對
策
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
江
戶
中
朞
を
代
表
す
る
朱

子
學
者
で
あ
り
、
德
川
吉
宗
の
下
で
享
保
の
改
革
を
輔
佐
し
た
室
鳩
巢
は
、
奢
侈

抑
制
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

さ
れ
ど
古
よ
り
太
平
百
年
に
及
び
候
へ
ば
、
大
か
た
は
奢
侈
風
を
な
し
候
。

今
奢
侈
を
抑
へ
、
儉
素
を
崇
ん
と
な
ら
ば
、
節
儉
廉
直
の
士
を
撰
ん
で
官
に

治
的
觀
點
よ
り
無
鬼
を
主
張
す
る
の
で
あ
る（

８
）。

　

し
か
し
、
實
は
經
世
の
分
野
に
お
い
て
懷
德
堂
が
徂
徠
學
を
襲
っ
て
い
た
の

は
、
政
治
を
重
視
す
る
と
い
う
傾
向
・
志
向
に
止
ま
る
話
で
は
無
い
。
統
治
の
方

法
論
と
い
う
具
體
的
內
容
も
徂
徠
學
を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
從
來
は
こ
う
し
た
具
體
性
に
つ
い
て
十
分
に
檢
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
本
論
で
は
、
懷
德
堂
の
統
治
論
を
朱
子
學
・
徂
徠
學
と
對
照
す
る
こ
と
で
、

徂
徠
學
よ
り
懷
德
堂
へ
と
至
る
政
治
的
儒
敎
と
し
て
の
思
想
史
的
脉
略
に
つ
い
て

考
え
て
行
き
た
い
。

　

具
體
的
に
は
、
朱
子
學
・
徂
徠
學
・
懷
德
堂
と
い
う
三
者
の
比
較
に
つ
い
て

は
、
朱
子
學
の
統
治
論
を
朱
子
の
言
說
及
び
朱
子
學
の
立
場
か
ら
徂
徠
を
批
判
し

た
こ
と
も
あ
る
室
鳩
巢
に
確
認
し
、
次
い
で
徂
徠
學
を
見
て
い
き
、
そ
れ
を
踏
ま

え
て
懷
德
堂
の
所
說
を
檢
討
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
統
治
論
の
具
體
的
政
策
と
し

て
は
、
奢
侈
抑
制
に
㊟
目
す
る
。
こ
れ
は
江
戶
時
代
中
後
朞
に
あ
っ
て
極
め
て
重

大
な
政
治
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
室
鳩
巢
・
荻
生
徂
徠
・
懷
德
堂
諸
儒
は
皆
な
儉

約
令
の
實
效
を
目
し
て
政
策
案
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
者
の
統
治
論
を
比

較
檢
討
す
る
上
で
ま
た
と
な
い
好
材
料
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
朱
子
學
者
の
儉
約
論

　

統
治
に
際
し
、
人
の
心
を
改
め
て
い
く
こ
と
は
、
儒
敎
思
想
と
し
て
は
㊒
り
觸

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
論
に
は
學
派
の
特
色
が
表
れ
や
す

く
、
朱
子
學
で
は
『
大
學
』
の
「
新
民
」
を
解
釋
し
て
次
の
よ
う
に
說
く
。

新
と
は
、
其
の
舊
き
を
革
む
る
の
謂
ひ
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
既
に
自
ら

其
の
朙
德
を
朙
か
に
す
れ
ば
、
又
た
當
に
推
し
て
以
て
人
に
及
ぼ
し
、
之
を

し
て
亦
た
以
て
其
の
舊
染
の
汚
を
去
ら
し
む
る
こ
と
㊒
る
べ
し
。（
新
者
、
革

其
舊
之
謂
也
。言
既
自
朙
其
朙
德
、又
當
推
以
及
人
、使
之
亦
㊒
以
去
其
舊
染
之
汚
也
。）



懷
德
堂
の
統
治
論

二
〇
五

ぞ
か
し
。
…
…
、
政
令
の
行
は
れ
ん
事
を
欲
せ
ば
、
風
俗
を
と
と
の
ふ
る
に

し
く
は
な
し
。
さ
れ
ば
風
俗
の
も
と
は
人
君
の
身
に
あ
り
。
人
君
た
る
人
、

身
を
お
さ
め
て
下
を
化
す
る
と
い
ふ
は
、
古
今
不
易
の
衟
な
り
。
…
…
。
風

俗
を
維
持
す
る
事
は
、
君
一
人
の
力
に
て
は
及
が
た
し
。
時
の
執
權
を
は
じ

め
、
も
ろ
も
ろ
官
長
と
し
て
群
下
の
上
に
を
る
人
、
各
君
の
意
を
う
け
て
身

を
お
さ
め
行
を
愼
て
、
人
の
手
本
と
な
る
や
う
に
だ
に
あ
ら
ば
、
其
下
に
た

つ
人
お
の
づ
か
ら
恐
る
る
事
あ
り
恥
る
事
あ
り
て
、
法
令
も
き
く
べ
き
程
に

風
俗
も
改
り
て
ゆ
く
べ
し
。（『
駿
臺
雜
話
』
卷
之
二　

風
俗
は
政
の
田
地）

（1
（

）

　

號
令
や
法
令
に
よ
っ
て
一
時
的
に
改
ま
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
結
局
は
風
俗
―

世
の
風
潮
―
に
押
し
流
さ
れ
て
下
々
ま
で
逹
せ
ず
、
長
く
效
力
は
續
か
な
い
。
よ

っ
て
、
政
令
に
實
效
性
を
も
た
せ
る
に
は
風
俗
を
整
え
る
し
か
な
い
が
、
風
俗
の

基
礎
は
君
主
自
身
で
あ
り
、
君
主
以
下
の
爲
政
者
が
人
の
手
本
と
な
る
よ
う
に
し

て
い
れ
ば
、
下
に
い
る
者
も
自
然
と
從
い
、
法
令
も
效
力
を
發
揮
で
き
る
よ
う
な

風
俗
に
改
ま
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

鳩
巢
は
、
爲
政
者
が
法
令
な
ど
の
政
治
的
作
爲
に
よ
っ
て
爲
政
者
の
意
圖
を
實

現
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
風
俗
を
整
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
そ
の
た

め
に
㊒
德
の
爲
政
者
が
衟
德
的
行
爲
を
實
踐
し
、
民
を
感
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す

る
。
つ
ま
り
、
民
の
心
は
政
策
に
よ
っ
て
改
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
爲
政
者
の
衟

德
性
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
れ
が
可
能
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
風
俗
と
は
社
會
的
環

境
と
換
言
で
き
よ
う
が
、
朱
子
學
的
思
惟
に
よ
る
統
治
論
を
圖
式
化
す
れ
ば
、

「
心
→
行
爲
→
環
境
→
政
策
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
、
徂
徠
學
の
奢
侈
抑
制
論

　

次
に
、
徂
徠
學
の
場
合
を
見
て
い
こ
う
。
徂
徠
は
奢
侈
抑
制
に
つ
い
て
、
斯
く

述
べ
る
。

㊒
し
む
る
に
あ
り
。
號
令
科
條
の
及
べ
き
に
あ
ら
ず
。
第
五
倫
い
へ
ら
ず
や
、

「
以
身
敎
者
從
。
以
言
敎
者
訟
。」
官
長
身
正
し
け
れ
ば
、
一
官
の
畏
愼
て
お

の
づ
か
ら
し
た
が
ひ
、
官
長
正
し
か
ら
ね
ば
言
語
を
も
て
敎
と
い
へ
ど
、
其

下
爭
訟
て
心
服
せ
ず
。
法
令
屡
下
れ
ど
も
、
い
よ
い
よ
多
事
に
な
り
て
治
ま

り
が
た
し
。
所
詮
官
長
そ
の
人
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
も
と
よ
り
國
政
は
、

法
令
を
闕
く
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
、
法
は
人
を
も
て
行
は
る
。
人
な
け
れ
ば

法
虛
し
く
行
は
れ
ず
。
孔
子
も
「
爲
政
在
人
。
其
人
存
則
政
擧
。
其
人
亡
則

政
息
」
と
の
た
ま
へ
り
。（『
駿
臺
雜
話
』
卷
之
二　

天
下
の
寶）

（（
（

）

　

奢
侈
を
抑
制
し
た
け
れ
ば
、
質
素
儉
約
に
し
て
淸
廉
な
者
を
選
拔
し
、
こ
れ
を

官
吏
と
し
て
登
用
す
れ
ば
よ
く
、
法
令
や
命
令
な
ど
で
は
果
た
せ
ぬ
と
言
う
。
官

長
が
品
行
方
正
で
あ
れ
ば
、
そ
の
下
の
官
吏
も
畏
れ
愼
み
、
自
然
に
從
う
よ
う
に

な
る
が
、
官
長
が
正
し
い
人
物
で
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
言
葉
に
よ
っ
て
敎
化
し
て

も
、
下
の
者
は
反
發
し
て
從
お
う
と
し
な
い
。
ま
た
法
令
を
屡
々
降
し
て
も
、
ま

す
ま
す
煩
雜
に
な
っ
て
治
め
難
く
な
る
が
、
こ
れ
も
官
長
が
相
應
し
い
人
物
で
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
國
家
を
治
め
る
た
め
に
法
令
は
缺
か
せ
ぬ
が
、
法
は

人
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
る
。
相
應
し
い
人
物
が
上
に
い
な
け
れ
ば
法
も
實
體
を
伴

わ
な
く
な
り
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鳩
巢
は
㊒
德
者
を
爲
政
者
に
据
え
る
こ
と
を
奢
侈
抑
制
の
要
と

し
、
そ
の
衟
德
性
に
よ
っ
て
下
の
者
を
畏
服
せ
し
め
從
わ
せ
る
と
し
て
、
法
令
制

度
の
類
を
統
治
の
根
本
的
手
法
と
し
て
は
位
置
付
け
な
い
。
こ
れ
が
朱
子
學
の
統

治
原
則
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
俟
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
命
令
や
法
令
の
無
力
さ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
も
語
る
。

さ
る
程
に
號
令
法
度
も
、
そ
れ
に
て
一
過
は
改
る
や
う
な
れ
ど
も
、
つ
ひ
に

風
俗
に
け
を
さ
れ
て
、
あ
ま
ね
く
下
へ
逹
し
が
た
く
、
な
が
く
末
ま
で
遂
ざ

る
程
に
、
た
だ
局
面
ば
か
り
取
傳
て
、
は
て
は
風
俗
の
な
り
に
な
り
て
や
む
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を
作
り
て
以
て
之
を
敎
ふ
。
政
刑
の
以
て
民
を
安
ん
ず
る
に
足
ら
ざ
る
を
知

る
や
、故
に
禮
樂
を
作
り
て
以
て
之
を
化
す
。禮
の
體
爲
る
や
、天
地
に
蟠
り
、

細
微
を
極
め
、
物
ご
と
に
之
が
則
を
爲
し
、
曲
ご
と
に
之
が
制
を
爲
し
、
而

て
衟
焉
に
在
ら
ざ
る
莫
し
。
君
子
は
之
を
學
び
、
小
人
は
之
に
由
る
。
學
ぶ

の
方
は
、
習
ひ
て
以
て
之
に
熟
し
、
默
し
て
之
を
識
る
。
默
し
て
之
を
識
る

に
至
れ
ば
、
則
ち
知
ら
ざ
る
所
㊒
る
こ
と
莫
し
。
豈
に
言
語
の
能
く
及
ぶ
所

な
ら
ん
か
な
。
之
に
由
れ
ば
則
ち
化
す
。
化
す
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
識
ら
ず

知
ら
ず
、
帝
の
則
に
順
ふ
。
豈
に
不
善
㊒
ら
ん
か
な
。
是
れ
豈
に
政
刑
の
能

く
及
ぶ
所
な
ら
ん
か
な
。
夫
れ
人
は
言
へ
ば
則
ち
喩
る
。
言
は
ざ
れ
ば
則
ち

喩
ら
ず
。
禮
樂
は
言
は
ざ
る
に
、
何
を
以
て
言
語
の
人
を
敎
ふ
る
に
勝
れ
る

や
。化
す
る
が
故
な
り
。習
ひ
て
以
て
之
に
熟
す
れ
ば
、未
だ
喩
ら
ず
と
雖
も
、

其
の
心
志
身
體
、既
に
潛
か
に
之
と
化
す
。（
蓋
先
王
知
言
語
之
不
足
以
敎
人
也
、

故
作
禮
樂
以
敎
之
。
知
政
刑
之
不
足
以
安
民
也
、故
作
禮
樂
以
化
之
。
禮
之
爲
體
也
、

蟠
於
天
地
、
極
乎
細
微
、
物
爲
之
則
、
曲
爲
之
制
、
而
衟
莫
不
在
焉
。
君
子
學
之
、

小
人
由
之
。
學
之
方
、習
以
熟
之
、默
而
識
之
。
至
於
默
而
識
之
、則
莫
㊒
所
不
知
焉
。

豈
言
語
所
能
及
哉
。
由
之
則
化
、至
於
化
、則
不
識
不
知
、順
帝
之
則
。
豈
㊒
不
善
哉
。

是
豈
政
刑
所
能
及
哉
。
夫
人
言
則
喩
。
不
言
則
不
喩
。
禮
樂
不
言
、
何
以
勝
於
言
語

之
敎
人
也
。
化
故
也
。
習
以
熟
之
、
雖
未
喩
乎
、
其
心
志
身
體
、
既
潛
之
化
。）（『
辨

名
』
禮　

第
一
則）

（1
（

）

　

先
王
は
言
語
に
よ
る
敎
化
や
刑
罰
で
は
、
民
心
を
安
堵
さ
せ
る
に
不
十
分
で
あ

る
と
分
か
っ
て
い
た
の
で
、
禮
樂
に
よ
っ
て
物
事
に
規
則
や
制
度
を
整
え
、
衟
を

作
っ
た
。
小
人
で
あ
っ
て
も
制
度
に
依
據
す
れ
ば
、
知
識
と
し
て
理
解
せ
ず
と

も
、
心
や
志
・
身
體
は
無
自
覺
の
內
に
何
時
し
か
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
田
原
嗣
郞
は
、
徂
徠
の
い
う
制
度
と
は
禮
で
あ
っ
て
禁
令
で
は
な
く
、

よ
っ
て
强
い
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が）

（1
（

、
こ
れ
は
政
策
に
よ
り
、
民
の
取

制
度
ト
云
ハ
法
制
節
度
ノ
事
也
。
古
聖
人
ノ
治
ニ
制
度
ト
言
物
ヲ
立
テ
、
是

ヲ
以
テ
上
下
ノ
差
別
ヲ
立
、
奢
ヲ
押
ヘ
、
世
界
ヲ
豐
カ
ニ
ス
ル
ノ
妙
術
也
。

（『
政
談
』
卷
之
二）

（1
（

）

　

古
の
聖
人
―
徂
徠
學
で
は
爲
政
者
―
は
、
法
制
や
指
示
に
よ
っ
て
制
度
を
整

え
、
そ
れ
に
よ
り
上
下
の
身
分
を
確
立
し
て
奢
侈
を
抑
制
し
、
世
を
豐
か
に
し
た

と
言
う
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
語
る
。

一
年
儉
約
ノ
被
仰
渡
ア
レ
ド
モ
、
元
來
無
制
度
故
、
可
被
仰
出
樣
ナ
シ
。
唯

何
百
目
以
上
ノ
物
ヲ
用
ヒ
閒
旉
キ
ト
ノ
コ
ト
也
。物
ノ
品
ニ
テ
ハ
不
分
シ
テ
、

價
ヲ
分
ル
コ
ト
不
審
也
。
價
ハ
時
ニ
隨
テ
高
下
ス
ル
。
畢
竟
商
人
ナ
ラ
デ
ハ

價
ハ
知
ヌ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
唯
被
仰
出
タ
ル
迄
ニ
テ
、
人
々
是
ヲ
守
ヤ
ラ
ン
、

背
ヤ
ラ
ン
、
知
人
ハ
ナ
シ
。
兔
角
制
度
ヲ
不
立
シ
テ
、
儉
約
ハ
決
シ
テ
立
ヌ

コ
ト
也
。（『
政
談
』
卷
之
二）

（1
（

）

　

一
年
閒
儉
約
せ
よ
と
命
じ
た
と
こ
ろ
で
、
制
度
が
な
け
れ
ば
實
效
性
は
な
い
の

で
あ
り
、
兔
に
も
角
に
も
制
度
を
立
て
ね
ば
儉
約
は
實
踐
で
き
ぬ
と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
徂
徠
の
奢
侈
抑
制
の
方
策
に
は
爲
政
者
の
衟
德
性
は
織
り
込
ま

れ
ず
、
制
度
を
整
え
る
こ
と
の
み
が
唯
一
の
手
段
と
さ
れ
る
。
な
お
、
徂
徠
は
朱

子
學
の
德
治
主
義
を
批
判
し
て
、
次
に
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

此
故
に
聖
人
の
衟
も
專
ら
己
が
身
心
を
治
め
候
に
て
相
濟
み
、
己
が
身
心
さ

へ
治
ま
り
候
へ
ば
、
天
下
國
家
も
を
の
づ
か
ら
に
治
ま
り
候
と
申
候
說
は
、

佛
老
の
緖
餘
と
可
被
思
召
候
。（『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
上）

（1
（

）

　

修
身
し
て
衟
德
性
を
身
に
つ
け
れ
ば
太
平
の
世
を
實
現
で
き
る
と
い
う
學
說

は
、
佛
敎
や
衟
家
の
殘
り
カ
ス
の
如
き
代
物
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
制
度
を
整
え
れ
ば
人
は
ど
う
な
る
の
か
。

蓋
し
先
王
は
言
語
の
以
て
人
を
敎
ふ
る
に
足
ら
ざ
る
を
知
る
や
、
故
に
禮
樂



懷
德
堂
の
統
治
論

二
〇
七

事
に
處
す
る
に
先
王
の
義
を
用
ひ
、
外
面
に
君
子
の
容
儀
を
具
た
る
者
を
、

君
子
と
す
。
其
人
の
內
心
は
如
何
に
と
問
は
ず
。（『
聖
學
問
答
』
卷
之
上）

11
（

）

　

人
閒
の
內
面
の
心
が
如
何
樣
で
あ
る
か
は
關
係
な
く
、
外
面
さ
え
良
け
れ
ば
君

子
で
あ
る
と
言
う
。

　

故
に
「
修
身
」
で
す
ら
、
春
臺
は
心
か
ら
完
全
に
切
り
離
し
て
し
ま
う
。

先
王
の
天
下
を
治
た
ま
ふ
に
、
身
を
修
む
る
と
本
と
す
と
い
へ
ど
も
、
禮
儀

を
以
て
外
を
治
む
る
の
み
に
て
、
心
を
治
む
る
こ
と
無
し
。
內
心
は
如
何
に

も
あ
れ
、
外
面
に
禮
儀
を
守
て
犯
さ
ぬ
者
を
君
子
と
す
。（『
聖
學
問
答
』
卷

の
下）

11
（

）

　

修
身
と
て
外
面
を
正
す
の
み
で
あ
り
、
心
の
修
養
は
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

斯
る
春
臺
の
衟
德
論
は
君
子
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
尾
藤
は
こ
れ
を

「
人
々
を
社
會
秩
序
に
馴
化
さ
せ
る）

11
（

」
も
の
で
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
。

　

で
は
、
春
臺
の
考
え
る
奢
侈
抑
制
の
方
策
は
如
何
と
問
え
ば
、
や
は
り
政
策
に

よ
っ
て
制
度
を
整
備
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

農
業
ハ
至
テ
艱
難
ナ
ル
コ
ト
ニ
テ
、
終
歲
勞
苦
シ
テ
、
而
モ
利
潤
少
ク
、
嘉

穀
ヲ
⻝
フ
コ
ト
モ
能
ハ
ヌ
故
ニ
、
工
商
ノ
勞
苦
輕
シ
テ
、
利
潤
多
キ
ヲ
羨
ミ
、

農
ヨ
リ
工
商
ニ
遷
ル
者
多
シ
、
縱
ヒ
住
所
ヲ
城
下
抔
ヘ
不
移
ト
モ
、
田
舍
ニ

テ
モ
賈
ヲ
ス
レ
バ
、
農
業
ヨ
リ
ハ
利
得
多
キ
故
ニ
、
畊
作
ハ
粗
略
ニ
シ
テ
、

買
賣
ノ
コ
ト
ヲ
精
勤
ス
ル
、
是
民
ノ
常
ノ
情
也
、
左
樣
ニ
ア
リ
テ
ハ
、
國
ノ

衰
微
ト
ナ
ル
也
、
子
細
ハ
、
農
民
漸
々
ニ
減
少
ス
レ
バ
、
米
穀
乏
ク
ナ
ル
、

工
商
多
ク
ナ
レ
バ
、
種
々
ノ
貨
物
出
生
シ
、
四
方
ヨ
リ
モ
聚
ル
故
ニ
、
人
ノ

奢
侈
ノ
心
ヲ
引
起
シ
、
金
銀
ヲ
重
寶
ス
ル
風
俗
ニ
成
テ
、
國
用
漸
々
ニ
匱
ク

ナ
リ
、
上
下
貧
乏
ノ
端
ト
ナ
ル
、
國
家
ノ
大
ナ
ル
害
也
、
是
ニ
因
テ
聖
人
ノ

政
ニ
ハ
、
天
下
ノ
戶
籍
ヲ
正
シ
ク
シ
テ
、
四
民
ノ
家
數
、
人
別
ヲ
度
々
改
テ
、

農
民
ヨ
リ
妄
ニ
他
ノ
業
ニ
遷
ル
コ
ト
ヲ
禁
ズ
ル
也
、
當
代
ニ
ハ
此
禁
ナ
キ
故

り
得
る
行
動
を
民
に
覺
ら
れ
る
こ
と
な
く
誘
導
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
行
爲
を
繰
り
﨤
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
民
の
心
を
改
め
て
い
く
の
で
あ

る
。
徂
徠
は
心
の
問
題
に
は
さ
し
て
感
心
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
構
圖

よ
り
鑑
み
る
に
、
行
爲
と
心
と
は
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
儒
者
の
通
念
的
觀
念

に
、
樂
觀
的
に
寄
掛
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
斯
る
徂
徠
の
統
治
の
方
法
論
を
圖

式
化
す
れ
ば
、「
政
策
→
環
境
→
行
爲
→
心
」
と
な
る
。

　

な
お
、
懷
德
堂
以
歬
に
お
け
る
徂
徠
學
の
展
開
を
確
認
す
る
た
め
に
、
經
學
・

經
世
の
學
に
お
け
る
徂
徠
の
後
繼
と
目
さ
れ
た
太
宰
春
臺
に
つ
い
て
も）

（1
（

、
そ
の
所

說
を
見
て
お
こ
う
。

　

中
村
春
作
は
、
伊
藤
仁
齋
や
徂
徠
は
、「「
人
性
」
に
つ
い
て
語
る
際
、
つ
ね
に

全
體
か
ら
、
あ
る
い
は
關
わ
り
に
お
い
て
人
を
見
る
視
點
、
對
象
物
と
し
て
人
や

世
界
を
見
る
視
野
を
維
持
し
て
い
た）

（1
（

」
が
、
春
臺
の
登
場
時
朞
に
は
、
そ
れ
が
儒

者
個
々
人
の
內
面
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う）

11
（

。
斯
る
春

臺
の
學
問
に
つ
い
て
、
尾
藤
正
英
は
、
徂
徠
の
學
說
に
お
け
る
不
備
―
修
養
の
缺

如
―
を
補
っ
て
個
人
衟
德
の
側
面
に
㊟
力
し
て
お
り
、
朱
子
學
に
近
い
方
向
へ
と

逆
戾
り
す
る
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る）

1（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
春
臺
の
說
く
修
養
は
、
徂
徠
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

又
先
王
の
衟
に
は
、
心
を
治
る
こ
と
を
い
は
ず
。
心
は
治
れ
る
か
、
治
ら
ざ

る
か
と
問
ず
、
只
禮
を
守
る
を
君
子
と
す
。
禮
を
守
て
身
を
固
む
れ
ば
、
心

も
漸
漸
に
治
ま
る
な
り
。（『
六
經
略
說）

11
（

』）

　

春
臺
は
徂
徠
と
同
樣
に
、
行
爲
を
繰
り
﨤
す
こ
と
に
よ
り
、
心
も
次
第
に
變
化

し
て
治
ま
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
心
の
修
養
は
目
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
、
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

凢
聖
人
の
衟
に
は
、
人
の
心
底
の
善
惡
を
論
ず
る
こ
と
、
決
し
て
無
き
事
な

り
。
聖
人
の
敎
は
、外
よ
り
入
る
術
な
り
。
身
を
行
ふ
に
先
王
の
禮
を
守
り
、
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き
た
。
そ
こ
か
ら
抽
出
で
き
る
統
治
論
を
圖
式
化
す
る
と
、
朱
子
學
で
は
「
心
→

行
爲
→
環
境
→
政
策
」、
徂
徠
學
で
は
「
政
策
→
環
境
→
行
爲
→
心
」
と
な
っ
て

お
り
、
見
事
な
對
照
を
描
い
て
い
る
。

　

で
は
、
蘭
洲
以
後
は
反
徂
徠
を
唱
え
、
朱
子
學
を
宗
と
し
て
い
た
懷
德
堂
の
奢

侈
抑
制
策
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
先
ず
は
蘭
洲
か
ら
檢
討
し
て
い
こ

う
。

　

蘭
洲
の
遺
稿
集
で
あ
る
『
鷄
肋
篇
』
に
、「
鄕
校
私
議
」
と
い
う
一
篇
が
收
錄

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
命
題
の
由
來
は
、
冐
頭
の
自
㊟
に
斯
く
述
べ
る
。

昔
鄭
に
鄕
校
㊒
り
。
士
相
ひ
聚
ま
り
國
政
を
非
議
す
。
鬷
朙
之
を
毀
た
ん
と

欲
す
。
子
產
曰
く
、
其
の
善
と
す
る
所
は
吾
則
ち
之
を
行
ふ
。
其
の
否
と
す

る
所
の
者
は
吾
則
ち
之
を
改
む
。
之
を
若い

か
ん何

ぞ
其
れ
毀
た
ん
や
、
と
。
孔
子

之
を
聞
き
て
曰
く
、
人
子
產
を
不
仁
と
謂
ふ
も
、
吾
信
ぜ
ざ
る
な
り
、
と
。

擬
し
て
鄕
校
私
議
と
爲
す
。（
昔
鄭
㊒
鄕
校
。
士
相
聚
非
議
國
政
。
鬷
朙
欲
毀
之
。

子
產
曰
、其
所
善
者
吾
則
行
之
。其
所
否
者
吾
則
改
之
。若
之
何
其
毀
也
。孔
子
聞
之
曰
、

人
謂
子
產
不
仁
、
吾
不
信
也
。
擬
爲
鄕
校
私
議
。）（『
鷄
肋
篇
』
鄕
校
私
議）

11
（

）

　

こ
の
逸
話
は
『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
三
十
一
年
傳
に
見
え）

11
（

、『
新
序）

11
（

』、『
孔
子

家
語）

1（
（

』
も
收
錄
し
、
後
に
韓
愈
も
こ
れ
を
題
材
と
し
て
「
子
產
不
毀
鄕
校
頌
」
を

作
る
と
い
う
よ
う
に）

11
（

、
夙
に
㊒
名
な
故
事
で
あ
る
。
民
閒
に
お
い
て
政
策
の
是
非

は
廣
く
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
爲
政
者
は
そ
れ
を
師
に
す
る
と
い
う
政
治
觀

を
蘭
洲
は
開
口
一
番
に
据
え
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
經
濟
に
言
立
て
せ
ん
と
す
る

强
い
政
治
的
志
向
を
㊒
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

　

こ
の
「
鄕
校
私
議
」
は
、「
書
生
」
の
問
い
に
「
文
學
」
が
答
え
る
と
い
う
問

答
體
に
よ
っ
て
話
が
進
め
ら
れ
、
冐
頭
で
は
學
問
の
重
要
性
や
閨
閥
に
よ
る
人
材

登
用
の
非
な
ど
が
論
じ
ら
れ
た
後
、
國
際
貿
易
の
制
限
、
及
び
奢
侈
の
抑
制
方
法

が
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
何
方
も
當
時
に
お
け
る
幕
政
の
懸
念
事
項
で
あ
る
が
、
で

ニ
、
工
商
ノ
輩
日
々
數
多
ク
ナ
リ
、
在
々
所
々
ニ
徧
滿
シ
テ
、
人
ノ
用
ヲ
辨

ズ
ル
ハ
便
利
ナ
ル
樣
ナ
レ
ド
モ
、
人
ノ
侈
心
ヲ
引
起
シ
、
金
銀
ノ
貨
悉
ク
賈

人
ノ
藏
ニ
納
マ
ル
、
歎
カ
ハ
シ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
ヤ
（『
經
濟
錄
』
卷
五）

11
（

）

　

農
民
は
苦
勞
多
く
し
て
利
益
が
少
な
い
た
め
、
苦
勞
少
な
く
し
て
利
益
多
い
工

商
に
轉
じ
る
者
が
多
い
が
、
こ
れ
は
「
民
ノ
常
ノ
情
」
で
あ
る
。
工
商
が
多
く
な

れ
ば
樣
々
な
商
品
が
四
方
よ
り
集
ま
っ
て
く
る
た
め
、
人
々
は
奢
侈
に
趨
り
、
國

家
に
重
大
な
害
が
齎
ら
さ
れ
る
。
そ
こ
で
聖
人
の
治
世
で
は
戶
籍
が
整
備
さ
れ
、

農
民
が
他
業
種
に
遷
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
が
、
今
の
日
本
に
は
そ
の
よ
う
な
禁

令
が
な
い
た
め
、
嘆
か
わ
し
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
今
擧
げ
た
條
文
の
次
に
お
い
て
、
農
民
を
勞
苦
に
勤
し
ま
し
め
ん
と
す

る
に
は
、
上
よ
り
の
賞
罰
に
よ
っ
て
民
に
怠
惰
の
念
を
起
こ
さ
し
め
ぬ
こ
と
が
肝

要
で
あ
り
、「
畢
竟
民
ハ
小
兒
ノ
如
ナ
ル
者
也
、
上
ノ
政
ト
敎
ト
ニ
依
テ
、
善
ク

モ
惡
ク
モ
成
也）

11
（

」
と
言
う
。

ち
、
統
治
者
の
政
治
的
作
爲
に
よ
っ
て
の
み
民
衆

の
行
動
は
規
律
さ
れ
、
心
情
も
操
作
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
徂
徠
の
誘
導
策
に
對
し
、
春
臺
は
禁
令
に
よ
っ
て
民
に
强
制
す

る
と
し
て
お
り
、
統
治
者
が
民
衆
を
操
作
す
る
手
法
に
は
變
化
が
確
認
し
得
る
。

ま
た
、
春
臺
は
個
人
衟
德
に
意
識
を
向
け
て
い
た
が
、
能
動
的
に
自
己
を
規
律
す

る
の
は
君
子
に
限
定
さ
れ
、
被
治
者
た
る
民
衆
は
、
統
治
者
の
政
策
に
よ
っ
て
の

み
規
律
さ
れ
る
受
動
的
存
在
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
徂
徠
及
び
春
臺
は
、
被
治
者

個
々
人
を
人
格
を
㊒
し
た
能
動
的
存
在
と
は
認
識
し
な
い
點
に
お
い
て
差
異
は
な

く
、
こ
れ
は
徹
頭
徹
尾
、
上
に
立
つ
者
が
民
衆
を
統
御
し
、
社
會
を
護
持
す
る
と

い
う
觀
點
に
依
っ
て
い
た
と
も
評
せ
よ
う
。

四
、
懷
德
堂
の
儉
約
論

　

歬
節
ま
で
、
朱
子
學
と
徂
徠
學
と
に
お
け
る
奢
侈
抑
制
の
方
法
論
を
確
認
し
て



懷
德
堂
の
統
治
論

二
〇
九

だ
其
の
效
を
見
ざ
る
は
、
何
ぞ
や
、
と
。
曰
く
、
法
定
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
法

定
ま
り
て
後
儉
乃
ち
行
ふ
可
し
。
儉
行
は
れ
て
人
心
安
ん
ず
。
人
心
安
ん
じ

て
士
農
給
す
。
士
農
給
し
、
而
る
後
人
主
豈
に
特
だ
上
に
於
て
貪
れ
ん
や
。

（
書
生
曰
、
頻
年
雖
節
用
之
令
下
、
而
人
以
爲
具
文
、
未
見
其
效
者
、
何
也
。
曰
、
法

不
定
也
。
法
定
而
後
儉
乃
可
行
。
儉
行
而
人
心
安
。
人
心
安
而
士
農
給
。
士
農
給
、

而
後
人
主
豈
特
貪
於
上
矣
哉
。）（「
鄕
校
私
議）

11
（

」）

　

法
が
定
め
ら
れ
て
後
に
儉
約
が
行
わ
れ
、
儉
約
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
人
心
は
安

ん
ず
る
。
そ
し
て
人
心
が
安
ん
じ
て
始
め
て
武
士
も
農
民
も
生
計
が
成
り
行
き
、

そ
う
な
れ
ば
君
主
も
上
に
い
て
奢
侈
に
耽
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
で
あ

ろ
う
と
言
う
。

　

こ
こ
で
示
さ
れ
る
法
と
心
、
行
と
の
關
係
は
、
蘭
洲
を
朱
子
學
者
と
し
て
見
た

場
合
、
違
和
感
を
禁
じ
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
朱
子
學
的
爲

政
論
で
は
㊒
德
の
爲
政
者
が
人
民
を
敎
化
す
る
こ
と
で
治
世
を
實
現
さ
せ
る
。
と

こ
ろ
が
蘭
洲
は
、
法
に
よ
り
環
境
を
整
備
し
て
人
民
に

ま
し
い
行
動
を
促
し
、

そ
の
行
動
に
よ
っ
て
心
が
治
ま
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
人
君
は
、「
而

る
後
人
主
豈
に
特
だ
上
に
於
て
貪
れ
ん
や
」
と
述
べ
て
お
り
、
率
先
し
て
儉
約
に

努
め
民
に
範
を
垂
れ
る
存
在
と
し
て
は
描
か
れ
な
い
。

　

但
し
、
蘭
洲
も
統
治
者
の
心
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
鄕
校

私
議
」
に
お
い
て
書
生
は
開
口
一
番
、「
董
仲
舒
に
言
㊒
り
、
曰
く
、
人
君
心
を

正
し
、
以
て
朝
廷
を
正
し
、
百
官
を
正
す
、
と
。
心
の
衟
は
如
何
。（
董
仲
舒
㊒

言
、
曰
、
人
君
正
心
、
以
正
朝
廷
、
正
百
官
。
心
之
衟
何
如

）
11
（

。）」
と
問
う
て
い
る
。
こ

の
『
漢
書
』
董
仲
舒
傳
に
見
え
る）

11
（

、
人
君
が
心
を
正
す
こ
と
に
よ
っ
て
果
て
は
庶

民
や
四
方
を
も
正
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
董
仲
舒
の
見
解
に
つ
い
て
、
文
學
は

「
董
氏
正
心
の
說
、
實
に
諸
子
の
及
ば
ざ
る
所
な
り
。（
董
氏
正
心
之
說
、
實
諸
子
之

所
不
及

）
11
（

。）」
と
述
べ
、
高
評
し
て
い
る
。
更
に
、
本
篇
の
總
括
部
に
お
い
て
文
學

は
、
儉
約
に
つ
い
て
蘭
洲
は
如
何
な
る
主
張
し
て
い
た
の
か
。

書
生
曰
く
、
奢
を
弭や

め
儉
に
歸
す
る
の
衟
之
を
如
何
せ
ん
、
と
。
曰
く
、
尊

卑
の
章
を
定
め
、
用
度
の
制
を
約
す
る
に
若
く
莫
し
。
尊
卑
に
章
㊒
れ
ば
、

卑
な
る
者
財
に
富
饒
な
る
と
雖
も
、而
も
用
ゐ
る
所
無
し
。
用
度
に
制
㊒
り
、

易

な
れ
ば
從
ひ
易
し
。
用
ゐ
る
所
無
け
れ
ば
、
貪
心
消
へ
、
從
ひ
易
け
れ

ば
爭
心
熄
む
。（
書
生
曰
、
弭
奢
歸
儉
之
衟
如
之
何
。
曰
、
莫
若
定
尊
卑
之
章
、
約

用
度
之
制
。
尊
卑
㊒
章
、
卑
者
雖
富
饒
財
、
而
無
所
於
用
。
用
度
㊒
制
、
易

易
從
。

無
所
於
用
、
貪
心
消
、
易
從
爭
心
熄
。）（「
鄕
校
私
議）

11
（

」）

　

奢
侈
を
抑
制
し
儉
約
を
實
現
す
る
た
め
に
は
、
尊
卑
の
法
制
を
定
め
、
入
費
の

制
度
を

約
に
す
る
の
が
最
も
良
い
。
尊
卑
の
法
制
を
定
め
れ
ば
、
身
分
が
低
い

者
は
財
產
が
あ
っ
て
も
そ
の
使
い
途
が
な
く
な
り
、
入
費
の
制
度
は

約
で
あ
れ

ば
從
い
易
い
。
財
產
の
使
い
途
が
な
く
な
れ
ば
贅
澤
を
す
る
心
も
消
え
、
從
い
易

い
制
度
で
あ
れ
ば
、
人
と
爭
う
心
も
息
む
と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
蘭
洲
は
制
度
の
確
立
こ
そ
が
人
を
し
て
儉
約
せ
し
む
る
た
め
に

不
可
缺
で
あ
る
と
し
、
政
治
的
作
爲
に
よ
っ
て
人
心
を
變
化
さ
せ
て
い
こ
う
と
す

る
。
こ
の
後
、
蘭
洲
は
實
例
と
し
て
服
裝
を
擧
げ
、
現
在
の
衣
服
は
そ
の
材
料
や

紋
の
㊒
無
、
形
狀
な
ど
に
よ
っ
て
仕
樣
が
細
か
く
分
か
れ
、
煩
雜
な
制
に
な
っ
て

お
り
、
薄
給
で
あ
っ
て
も
體
面
の
問
題
か
ら
一
通
り
は
揃
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
も

し
仕
樣
を
整
理
し
て

易
な
制
に
し
、
本
來
の
素
朴
な
も
の
に
戾
せ
ば
、
支
出
の

負
擔
を
輕
減
で
き
る
と
言
う）

11
（

。
つ
ま
り
、
蘭
洲
の
統
治
論
は
過
酷
な
刑
罰
な
ど
に

よ
り
人
民
の
行
動
を
そ
の
意
思
に
反
し
て
束
縛
・
强
制
せ
ん
と
す
る
類
の
も
の
で

は
な
く
、
環
境
を
整
え
、
人
が
自お

の
ず

ら
儉
約
す
る
よ
う
仕
向
け
る
と
い
う
類
の
も

の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
蘭
洲
は
、
法
、
心
、
行
の
關
係
に
つ
い
て
斯
く
述
べ
て
い
く
。

書
生
曰
く
、
頻
年
節
用
の
令
下
る
と
雖
も
、
而
も
人
以
て
具
文
と
爲
し
、
未
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る
。今
ま
で
も
た
る
は
そ
の
ま
ま
に
て
、田
も
た
ぬ
も
の
の
、は
じ
め
て
買
は
、

一
町
を
か
ぎ
り
と
さ
だ
め
つ
。
さ
れ
ば
田
も
ち
て
う
れ
ぬ
な
げ
き
を
つ
め
る

も
の
は
、
守
よ
り
し
ろ
を
あ
た
へ
て
買
と
り
て
、
田
も
た
ぬ
も
の
に
か
し
て

つ
く
ら
せ
、
ま
た
買
も
の
あ
れ
ば
う
り
も
し
け
る
。
か
の
お
ほ
く
も
た
る
も

の
も
、
あ
る
は
弟
に
わ
か
ち
、
あ
る
は
し
ぞ
く
に
あ
た
へ
な
ど
し
て
、
は
た

と
せ
あ
ま
り
が
ほ
ど
に
、
郡
の
內
に
田
も
た
ぬ
民
も
な
く
、
お
ほ
く
も
た
る

も
の
も
な
く
な
り
は
て
て
、
い
づ
か
た
も
ゆ
き
わ
た
り
て
、
お
な
じ
つ
ら
な

る
か
ま
ど
の
煙
、
お
と
り
お
ま
さ
り
な
く
、
う
ら
や
む
心
も
な
く
、
な
げ
く

袖
も
あ
ら
で
、
ひ
と
つ
心
に
た
の
し
き
世
を
わ
た
り
け
る
。（『
華
胥
國
物
語）

11
（

』）

　

田
を
持
た
ぬ
者
の
田
畑
購
入
を
一
町
ま
で
に
制
限
す
る
こ
と
で
、
新
規
に
多
く

の
田
を
持
つ
者
が
現
れ
ぬ
よ
う
に
し
た
。
す
る
と
、
も
と
も
と
廣
大
な
田
地
を
所

㊒
し
て
い
て
も
、
弟
や
子
、
一
族
に
分
け
當
た
え
、
二
十
年
も
す
れ
ば
皆
が
均
等

に
田
を
所
㊒
す
る
よ
う
に
な
り
、
竃
の
煙
―
生
活
レ
ベ
ル
―
も
同
等
に
な
る
。
そ

の
結
果
、
人
を
羨
む
心
や
劣
等
感
に
悲
し
む
こ
と
が
な
く
な
り
、
太
平
の
世
が
實

現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

履
軒
は
續
け
て
、
民
心
よ
り
羨

の
念
が
消
え
失
せ
る
理
屈
を
說
朙
す
る
。

げ
に
も
い
た
う
富
る
も
の
あ
る
ゆ
ゑ
に
こ
そ
、
い
た
う
貧
き
も
い
で
き
に
け

れ
、
富
の
す
ぎ
た
る
は
、
奢
の
も
と
ゐ
な
り
。
お
ご
る
も
の
あ
れ
ば
、
う
ら

や
む
も
の
あ
り
。
か
れ
を
う
ら
や
め
ば
、
こ
れ
を
な
げ
く
。
お
ご
り
の
ふ
り

あ
れ
ば
、
お
ご
る
も
の
が
と
め
る
の
み
か
は
、
貧
し
き
か
ぎ
り
も
、
ほ
ど
ほ

ど
み
な
ら
ひ
て
、
こ
れ
を
よ
の
な
か
の
つ
と
め
と
心
得
て
、
子
を
う
り
て
身

を
か
ざ
る
た
ぐ
ひ
、
世
に
お
ほ
か
り
。
う
ら
や
む
心
の
な
き
こ
そ
、
ま
こ
と

の
た
の
し
み
な
れ
。（『
華
胥
國
物
語）

11
（

』）

　

頗
る
裕
福
な
者
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
頗
る
貧
乏
な
者
が
現
れ
る
。
富
み
過
ぎ
て

い
る
と
奢
侈
に
趨
る
が
、
奢
る
者
が
い
れ
ば
そ
れ
を
羨
む
者
が
現
れ
、
羨
む
こ
と

は
、「
之
を
本
心
慈
愛
の
中
に
本
づ
き
、
之
を
震
霆
斧
鉞
の
下
に
行
は
ば
、
何
ぞ

令
の
行
は
れ
ざ
ら
ん
、
何
ぞ
法
の
建
た
ざ
ら
ん
。（
本
之
本
心
慈
愛
之
中
、
行
之
震
霆

斧
鉞
之
下
、
何
令
不
行
、
何
法
不
建

）
11
（

。）」
と
も
言
う
。

　

一
見
す
る
と
蘭
洲
は
、
統
治
者
の
心
の
㊒
り
樣
に
主
眼
を
置
い
て
お
り
、
朱
子

學
者
の
一
般
的
な
議
論
と
大
差
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
具
體
的
な
統
治
論
を
說
く
際
に
は
、
統
治
者
の
心
が
議
論
の
表
舞
臺
よ

り
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
實
は
『
徂

徠
先
生
答
問
書
』
も
冐
頭
部
に
お
い
て
「
就
中
君
子
の
衟
を
申
候
は
ば
、
仁
の
外

に
又
肝
要
な
る
儀
無
御
座
候）
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。」
と
述
べ
、
爲
政
者
の
心
の
問
題
か
ら
說
き
起
こ

し
て
い
る
。
無
論
、
徂
徠
の
言
う
君
子
の
心
と
は
朱
子
學
と
は
異
な
っ
て
は
い
る

が
、
統
治
者
の
心
を
枕
詞
に
利
用
し
て
爲
政
を
說
く
こ
と
は
、
徂
徠
學
で
も
行
っ

て
い
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

　

飜
っ
て
朱
子
學
者
の
鳩
巢
を
案
じ
て
み
れ
ば
、
頻
繁
に
出
さ
れ
る
儉
約
令
に
效

果
が
な
い
の
も
爲
政
者
の
人
閒
性
に
責
任
を
求
め
て
い
た
。
一
方
、
蘭
洲
は
法
令

の
煩
雜
性
か
ら
し
か
語
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
蘭
洲
の
統
治
論
に
お
け
る
爲
政
者
の

心
と
は
、
枕
詞
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
得
る
の
で
あ
り
、
朱
子
學
と

は
異
質
な
發
想
に
據
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
と
思
う
。

　

さ
て
、
制
度
を
整
え
る
こ
と
で
人
民
の
行
動
に
お
け
る
選
擇
肢
を
制
限
し
、

ま
し
い
行
爲
へ
と
誘
い
以
て
心
を
變
え
る
と
す
る
統
治
論
は
、
懷
德
堂
に
お
い
て

蘭
洲
の
み
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
次
に
履
軒
を
見
て
み
よ
う
。

　

履
軒
は
奢
侈
抑
制
の
手
段
と
し
て
均
田
制
を
唱
え
て
『
均
田
茅
議
』
を
著
わ

し
、
ま
た
、
履
軒
が
假
想
し
た
理
想
國
家
「
華
胥
國
」
に
お
い
て
も
均
田
制
が
旉

か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る）

1（
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。
こ
こ
で
は
『
華
胥
國
物
語
』
に
お
け
る
描
寫
を
擧
げ
て

お
こ
う
。

守
の
世
を
つ
げ
る
は
じ
め
よ
り
、
民
の
田
お
ほ
く
買
こ
と
ぞ
か
た
く
禁
じ
け



懷
德
堂
の
統
治
論

二
一
一

の
み
に
し
て
、「
治
む
」
と
稱
せ
ざ
る
は
、
治
め
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
蓋

し
包
容
を
以
て
主
と
爲
す
。
焉
を
長
養
し
、
焉
を
誘
腋
す
。
而
ち
治
む
る
は

其
の
中
に
在
り
。
彼
を
し
て
自
ら
朙
か
た
ら
し
め
、
自
ら
然
る
が
若
か
ら
し

む
る
者
な
り
。
是
れ
蒙
を
治
む
る
の
尤
も
善
き
者
な
り
。（
九
二
爲
治
蒙
之
主
。

然
爻
辭
唯
言
「
包
」、
而
不
稱
「
治
」
者
、
非
不
治
也
。
蓋
以
包
容
爲
主
矣
。
長
養
焉
、

誘
腋
焉
。
而
治
在
其
中
。
使
彼
自
朙
、
若
自
然
者
。
是
治
蒙
之
尤
善
者
。）（『
周
易
逢

原
』
蒙　

初
六）
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）

　

蒙
昧
な
者
は
包
容
の
精
神
に
よ
っ
て
養
育
し
良
い
方
向
へ
と
導
い
て
や
る
の
で

あ
り
、
蒙
昧
な
者
に
物
事
を
辨
え
さ
せ
、
自
然
に
そ
う
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
。

そ
れ
が
愚
昧
な
者
を
治
め
る
最
上
の
手
段
な
の
で
あ
る
。

　

均
田
制
に
關
す
る
言
說
も
倂
せ
考
え
れ
ば
、
履
軒
は
、
制
度
を
整
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
人
民
を

ま
し
い
行
爲
へ
と
誘
導
し
、
そ
の
行
爲
を
通
じ
て
い
つ
し
か
心

も
變
化
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
統
治
論
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

爲
政
者
の
衟
德
性
や
敎
化
は
、
統
治
シ
ス
テ
ム
に
織
り
込
ま
れ
な
い
。
蘭
洲
の
統

治
論
が
、
履
軒
に
繼
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
し
得
よ
う
。

　

以
上
、
奢
侈
抑
制
を
軸
に
、
蘭
洲
、
履
軒
及
び
竹
山
の
統
治
論
を
檢
討
し
て
き

た
。
政
治
的
作
爲
に
よ
っ
て
社
會
制
度
を
整
え
、
民
衆
を

ま
し
い
行
動
へ
と
誘

導
し
、
そ
の
行
爲
を
取
ら
せ
る
こ
と
で
衟
德
心
を
養
成
す
る
と
い
う
統
治
論
は
、

こ
れ
を
圖
式
化
す
れ
ば
「
政
策
→
環
境
→
行
爲
→
心
」
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
朱
子

學
を
顛
倒
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
徂
徠
學
の
圖
式
と
見
事
に
重
な
り
合
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。五

、
懷
德
堂
に
よ
る
徂
徠
學
統
治
論
の
擴
充

　

歬
節
で
は
懷
德
堂
諸
儒
の
奢
侈
抑
制
に
纒
わ
る
言
說
を
見
て
き
た
が
、
そ
こ
に

見
え
る
統
治
の
方
法
論
は
、
宛
も
徂
徠
學
か
と
見
紛
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
る
と

で
我
が
身
の
窮
乏
を
嘆
く
。
贅
澤
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
し
て
い
る
者
が
い
る
と
、
金

持
ち
の
み
な
ら
ず
、
貧
し
い
者
も
そ
れ
を
眞
似
し
よ
う
と
し
、
こ
れ
こ
そ
が
世
の

普
通
で
あ
る
と
思
い
込
み
、
子
供
を
賣
っ
て
ま
で
身
を
餝
り
立
て
よ
う
と
す
る
者

が
世
に
多
く
な
る
。
よ
っ
て
、
他
人
を
羨
む
心
が
な
く
な
っ
て
こ
そ
、
眞
實
の
樂

し
み
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
均
田
茅
議
』
に
お
け
る
說
朙
も
同
樣
で
あ
り）

11
（

、
履
軒
が
均
田
制
と
い
う
政
策

に
よ
っ
て
、
人
心
よ
り
羨

の
心
を
除
去
せ
ん
と
企
圖
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
よ

う
。
そ
し
て
、
こ
の
奢
侈
抑
制
論
に
は
、
統
治
者
自
身
の
衟
德
性
や
倫
理
的
行
爲

の
實
踐
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。

　

但
し
、
履
軒
は
統
治
者
の
心
構
え
を
等
閑
視
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
均
田

制
に
よ
っ
て
奢
侈
を
抑
制
し
た
南
柯
郡
の
郡
守
黃
子
染
は
率
先
し
て
儉
約
に
努
め

て
い
る）

11
（

。
と
こ
ろ
が
蘭
洲
と
同
樣
、
具
體
的
に
統
治
論
を
說
く
際
に
は
統
治
者
の

衟
德
性
が
奢
侈
抑
制
に
直
接
結
び
付
け
ら
れ
ず
、
詰
ま
る
所
、
枕
言
葉
に
止
ま
っ

て
い
る
。

　

な
お
、
兄
の
竹
山
も
同
樣
で
あ
る
。
竹
山
に
は
老
中
松
平
定
信
の
求
め
に
應
じ

て
獻
上
し
た
經
世
書
『
草
茅
危
言
』
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
「
た
だ
都
會
の

地
は
芲
美
を
專
ら
と
し
、
定
り
た
る
制
度
な
き
故
、
面
々
に
外
見
を
競
ふ
や
う
に

な
り
、
家
柄
は
宜
し
く
內
分
不
勝
手
な
る
者
の
難
儀
と
な
る
事
な
り）

11
（

。」
と
い
う

社
會
分
析
を
し
て
お
り
、
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
華
美
を
競
う

競
爭
が
發
生
し
て
い
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
政
策
に
よ
り
制
度
さ
え
整
え
れ
ば
、

奢
侈
は
抑
制
で
き
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
民
衆
に
行
爲
を
强
制
せ
ず
、
ま
た
爲
政
者
の
德
性
に
も
依
ら
ぬ
と

い
う
統
治
論
は
、
履
軒
の
解
經
に
も
確
認
し
得
る
。
履
軒
は
『
周
易
』
蒙
卦
九
二

に
お
い
て
、
爲
政
の
方
法
に
つ
い
て
斯
く
述
べ
る
。

九
二
は
蒙
を
治
む
る
の
主
と
爲
る
。
然
れ
ど
も
爻
辭
は
唯
だ
「
包
」
と
言
ふ
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人
陷
死
地
。
則
人
唯
愚
而
不
覺
耳
。
因
書
以
警
之
。）（「
觀
囮）
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」）

　

貨
や
色
は
人
を
破
滅
に
誘
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
人
は
愚
か
で
あ
っ
て
そ
の
こ

と
に
氣
付
か
な
い
。
そ
こ
で
、
文
章
に
よ
っ
て
警
吿
を
發
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
蘭
洲
に
と
っ
て
文
筆
活
動
は
人
民
を
諬
發
す
る
た
め
の
手
段
に

位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
竹
山
も
ま
た
文
章
を
爲
政
に
相
當
す
る
行

爲
で
あ
る
と
看
做
し
て
い
る）

1（
（

。
し
か
し
、
文
章
に
よ
る
諬
發
と
は
受
容
者
が
そ
れ

を
吟
味
し
、
得
心
し
た
場
合
に
の
み
效
果
が
現
れ
る
。

ち
、
被
治
者
が
主
體
性

を
㊒
す
る
こ
と
を
歬
提
に
し
た
敎
化
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
富
裕
と
な
っ
た
町
人
が
自
發
的
に
學
問
を
せ
ん
と
欲
し
て
懷
德
堂
を
作

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
自
意
識
は
、
も
は
や
統
治
者
に
衟
德
的
行
爲
を
强
制

さ
れ
、
無
人
格
の
存
在
に
甘
ん
じ
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
懷
德

堂
の
儒
敎
は
徂
徠
學
の
よ
う
に
視
座
を
統
治
者
に
固
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
な

り
、
被
治
者
に
も
視
座
を
据
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

斯
く
し
て
主
體
性
を
付
與
さ
れ
た
被
治
者
は
、「
さ
せ
ら
れ
る
」
で
は
な
く
し

て
「
す
る
」
存
在
へ
と
轉
換
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
徂
徠
學
の
枠
組
み
の
中

に
お
い
て
被
治
者
も
修
養
に
勵
む
べ
き
こ
と
が
奬
勵
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
行
く
と
、
履
軒
の
性
說
も
從
來
と
は
異
な
っ
た
位
置

付
け
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

藤
居
岳
人
は
履
軒
の
性
善
說
を
分
析
し
、「
初
め
か
ら
性
の
中
に
完
全
な
善
が

あ
る
の
で
は
な
く
、
善
の
素
質
が
あ
り
、
そ
の
擴
充
が
必
要
だ
と
說
く
の
が
履
軒

の
性
善
說
で
あ）

11
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」
り
、
擴
充
さ
れ
た
性
＝
「
德
」
が
「
外
」
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
善
を
擴
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
會
で
承
認
さ
れ
た

善
に
合
致
す
る
よ
う
、
み
ず
か
ら
を
き
た
え
て
ゆ
く）

11
（

」
こ
と
が
、
履
軒
の
提
示
し

た
人
閒
の
生
き
方
で
あ
る
と
す
る
。
斯
く
し
て
倫
理
の
日
常
的
實
踐
が
重
視
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
履
軒
は
徂
徠
學
の
觀
念
を
繼
承
し
、
統
治
者
が
制

議
論
は
必
然
、
徂
徠
學
と
懷
德
堂
と
の
關
係
を
整
理
す
る
こ
と
に
進
ま
ね
ば
な
ら

ぬ
。

　

統
治
者
の
衟
德
性
を
統
治
の
方
法
論
に
織
り
込
ま
ず
、
上
の
政
治
的
作
爲
に
よ

っ
て
制
度
を
整
え
、
被
治
者
の
行
爲
を
誘
導
し
、
そ
の
行
爲
を
繰
り
﨤
す
こ
と
で

被
統
治
者
の
心
情
を
變
化
さ
せ
る
と
い
う
懷
德
堂
の
構
圖
は
、
鳩
巢
の
如
き
朱
子

學
者
の
統
治
論
を
顛
倒
さ
せ
て
お
り
、
徂
徠
學
と
符
合
し
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る

以
上
、
懷
德
堂
の
統
治
論
が
徂
徠
學
を
繼
承
し
て
い
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
も
の

と
思
う
。

　

で
は
、
懷
德
堂
の
統
治
論
が
徂
徠
學
と
異
な
る
點
は
、
奈
邊
に
求
め
ら
れ
る
の

か
。
そ
れ
は
、
被
治
者
に
も
視
座
を
据
え
て
い
る
點
で
あ
ろ
う
。

　

徂
徠
學
で
は
、
視
座
は
統
治
者
に
固
定
さ
れ
、
被
治
者
は
主
體
者
た
る
統
治
者

に
行
爲
を
「
さ
せ
ら
れ
る
」
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
、
被
治
者
個
々
人
は
人

格
を
㊒
し
た
「
す
る
」
存
在
で
あ
る
と
は
さ
れ
ず
、
主
體
性
は
付
與
さ
れ
な
い
。

　

一
方
、
確
か
に
懷
德
堂
は
官
許
を
得
、
竹
山
の
盡
力
に
よ
っ
て
町
內
か
ら
離
脫

し
て
町
人
か
ら
獨
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
幕
府
に
認
め
ら
れ
て
い
る）

11
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。
ま
た
、
竹

山
は
志
が
確
か
な
儒
者
に
は
苗
字
帶
刀
を
允
許
す
べ
し
と
し
て
お
り）

11
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、
武
士
―
統

治
者
―
に
準
ず
る
立
場
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

懷
德
堂
の
主
た
る
受
講
生
は
大
坂
町
人
で
あ
り
、
民
衆
の
敎
化
が
そ
の
使
命
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
被
治
者
た
る
民
衆
に
日
々
向
き
合
っ
て
敎
授
し
、
衟
德
的
行
爲

の
實
踐
を
說
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
懷
德
堂
諸
儒
は
法
令
な
ど
の
政
治
的
作
爲
に
よ
っ
て
民
衆
を
敎
化
す

る
權
限
は
㊒
し
て
お
ら
ず
、
言
論
に
よ
っ
て
語
り
か
け
る
し
か
な
い
。
蘭
洲
は
文

章
を
書
く
目
的
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

其
の
貨
其
の
色
、
豈
に
人
を
誘
ひ
死
地
に
陷
と
さ
ん
か
。
則
ち
人
唯
だ
愚
か

に
し
て
覺
ら
ざ
る
の
み
。
書
に
因
り
て
以
て
之
を
警
す
。（
其
貨
其
色
、
豈
誘



懷
德
堂
の
統
治
論

二
一
三

　

懷
德
堂
格
物
致
知
論
に
お
け
る
、
行
爲
の
實
踐
を
通
じ
て
致
知
し
て
い
く
と
す

る
圖
式
は
、
統
治
論
に
お
け
る
「
行
」
に
よ
っ
て
「
心
」
を
改
め
る
と
す
る
プ
ロ

セ
ス
と
符
合
し
て
い
る
。
す
る
と
、
懷
德
堂
は
徂
徠
學
の
政
治
性
を
根
底
に
し
て

朱
子
學
を
再
解
釋
し
、
衟
德
論
も
政
治
論
に
從
屬
せ
し
め
て
い
た
と
理
解
す
れ

ば
、
徂
徠
學
よ
り
懷
德
堂
へ
と
至
る
政
治
的
儒
敎
の
繼
承
發
展
と
い
う
思
想
的
文

脉
に
整
理
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

ち
、
懷
德
堂
の
儒
敎
は
修
己
・
治
人
と
も
に

徂
徠
學
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
し
得
る
の
で
あ
る
。
中
村
春
作
は
、「
懷
德
堂

儒
學
は
、
荻
生
徂
徠
ら
の
學
的
㊮
產
を
、
批
判
を
通
じ
て
實
は
「
正
統
に
」
繼
承

し
つ
つ
、
そ
の
う
え
で
も
う
い
ち
ど
生
き
た
現
實
社
會
に

し
て
朱
子
學
に
生
命

を
與
え
よ
う
と
し
た）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
基
軸
は
具
體
的
に
は
統
治
論
に

求
め
ら
れ
よ
う
。

　

但
し
、
徂
徠
學
に
よ
っ
て
朱
子
學
を
再
解
釋
す
る
こ
と
で
、
大
き
な
問
題
が
發

生
し
た
こ
と
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
小
島
康
敬
は
、
反
徂
徠
學
は
徂
徠
學
ほ

ど
の
思
想
體
系
を
㊒
さ
ぬ
と
し
、
國
學
こ
そ
が
思
想
と
し
て
徂
徠
學
と
對
峙
し
得

た
と
評
價
し
て）

11
（

、
懷
德
堂
に
關
し
て
も
竹
山
は
思
想
家
と
し
て
徂
徠
に
對
抗
で
き

て
い
な
い
と
す
る）

11
（

。
ま
た
、
中
村
春
作
も
、「
反
徂
徠
」
に
つ
い
て
說
朙
が
難
し

く
な
る
の
は
、
懷
德
堂
な
ど
の
「
反
徂
徠
」
勢
力
が
「
徂
徠
學
の
體
系
に
取
っ
て

代
わ
る
も
う
一
つ
の
世
界
像
を
朙
快
に
提
示
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た）

11
（

」
か
ら
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
懷
德
堂
の
思
想
は
體
系
性
に
缺
け
て
い
る
と
言

う
の
で
あ
る
。

　

何
故
、
こ
の
よ
う
な
評
價
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
の
原
因
の
第
一

は
、
統
治
者
の
衟
德
性
の
扱
い
で
あ
る
。

　

蘭
洲
や
履
軒
は
、
確
か
に
統
治
者
の
心
性
を
無
視
す
る
こ
と
は
な
く
、
寧
ろ
重

視
し
て
い
る
か
の
如
き
レ
ト
リ
ッ
ク
で
記
述
す
る
。
し
か
し
、
民
心
に
對
し
て
實

效
性
を
㊒
す
る
の
は
、
統
治
者
の
衟
德
性
で
は
な
く
、
政
治
的
作
爲
で
あ
っ
た
。

度
を
確
立
し
て
人
民
に

ま
し
い
行
動
を
取
る
よ
う
誘
導
す
る
と
し
て
い
た
。
す

る
と
、
社
會
的
に
求
め
ら
れ
る
倫
理
的
行
爲
と
は
、
實
は
制
度
に
よ
っ
て
自
ず
か

ら
そ
う
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
た
行
爲
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
に
至
り
、
履
軒
の
性
說
は
俄
に
政
治
性
を
帶
び
る
こ
と
に
な
り
、
も
は
や

單
に
日
常
實
踐
の
倫
理
を
重
視
す
る
こ
と
を
說
い
た
衟
德
論
に
納
ま
ら
な
く
な
ろ

う
。

ち
、
統
治
者
の
整
備
し
た
社
會
制
度
を
、
被
治
者
が
主
體
的
に
遵
守
す
る

よ
う
說
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
お
い
て
衟
德
論
は
政
治
論
に
包
攝
さ

れ
、
被
治
者
個
々
人
が
意
識
的
に
行
う
心
の
修
養
が
、
統
治
論
に
組
み
込
ま
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
懷
德
堂
に
よ
る
徂
徠
學
の
繼
承
發
展
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
懷
德
堂

は
徂
徠
に
缺
け
て
い
た
修
己
を
、
被
治
者
の
視
座
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
萬

民
の
行
う
べ
き
心
の
修
養
と
し
て
の
修
己
を
補
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
修

己
を
徂
徠
學
に
導
入
し
た
春
臺
を）

11
（

、
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
は
襲
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
但
し
、
春
臺
は
君
子
た
る
統
治
者
に
し
か
修
己
を
認
め
ず
、
更
に
は
心

を
修
己
か
ら
切
り
捨
て
て
「
徂
徠
學
」
を
展
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
懷
德
堂

は
萬
民
の
た
め
の
、
も
う
一
つ
の
「
徂
徠
學
」
を
展
開
さ
せ
て
い
た
と
も
評
せ
よ

う
。

　

ま
た
、
懷
德
堂
の
修
己
を
統
治
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
素
と
し
て
把
握
す
る
と
、

懷
德
堂
の
格
物
致
知
論
も
そ
の
思
想
史
的
位
置
付
け
を
再
吟
味
す
る
必
要
が
生
じ

る
。
佐
藤
由
隆
は
蘭
洲
や
履
軒
の
格
物
致
知
論
を
「
知
行
竝
進
」
型
と
し
、
行
い

を
實
踐
す
る
こ
と
で
致
知
し
て
い
く
と
す
る
點
に
學
派
的
特
色
が
あ
り
、「
行
」

を
重
視
す
る
が
故
に
當
時
か
ら
陽
朙
學
的
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
と
す
る）

11
（

。
し
か
し
、
日
本
儒
敎
は
朱
子
學
的
・
陽
朙
學
的
と
い
う
分
別
や
思
想

鬪
爭
が
漢
土
ほ
ど
鮮
朙
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
斯
る
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
に
依
據
す
る

の
み
で
は
諸
學
派
の
關
連
性
を
朙
瞭
に
描
き
難
い
。



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

二
一
四

で
は
、
統
治
者
の
衟
德
性
と
政
治
的
作
爲
と
、
何
方
が
よ
り
統
治
の
根
本
な
の

か
。
も
し
、
非
衟
德
的
統
治
者
が
妥
當
な
政
策
を
布
吿
し
得
た
場
合
に
は
、
如
何

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
蘭
洲
が
、
政
策
に
よ
り
人
心
が
安
定
し
士
農
の
生
活
に

餘
裕
が
で
き
れ
ば
人
主
は
奢
侈
に
耽
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
と
言
っ

て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
理
屈
の
上
で
は
統
治
者
の
衟
德
性
と
は
無
關
係

に
、
社
會
は
安
寧
に
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

は
、
儒
敎
か
ら
衟
德
性
を
切
り
離
し
て
い
た
徂
徠
學
を
、
改
め
て
朱
子
學
の
土
壤

に
組
み
込
ん
だ
が
た
め
に
發
生
し
て
い
る
。

　

原
因
の
第
二
は
、
視
座
の
不
統
一
で
あ
る
。
本
居
宣
長
の
國
學
が
徂
徠
學
の
方

法
論
を
換
骨
奪
胎
し
て
繼
承
し
て
い
た
こ
と
は
今
日
で
は
定
說
で
あ
ろ
う
し
、
本

論
で
も
檢
討
し
た
よ
う
に
懷
德
堂
も
徂
徠
學
を
繼
承
し
て
い
る
。
國
學
は
徂
徠
學

に
竝
び
得
る
の
に
對
し
、
懷
德
堂
は
思
想
と
し
て
體
系
を
缺
く
と
評
さ
れ
る
の
は

何
故
な
の
か
。

　

宣
長
ら
國
學
者
は
、
治
人
を
自
己
の
學
問
よ
り
切
り
離
し
、
被
治
者
の
立
場
か

ら
只
管
に
統
治
者
へ
の
服
從
を
說
き）

11
（

、
視
座
を
被
治
者
に
固
定
す
る
。
ま
た
、
徂

徠
學
は
統
治
者
の
立
場
か
ら
語
る
の
み
で
、
被
治
者
に
視
座
は
置
か
な
い
。
つ
ま

り
、
共
に
視
座
が
一
つ
に
絞
ら
れ
た
上
で
思
想
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
、
懷
德
堂
は
朱
子
學
に
依
っ
た
た
め
、
統
治
者
・
被
治
者
と
い
う
二

つ
の
視
座
を
抱
え
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　

抑
も
漢
土
に
お
け
る
朱
子
學
は
、
學
問
に
從
事
す
る
存
在
と
し
て
士
大
夫
層
を

想
定
す
る
が
、
そ
の
士
大
夫
層
は
、
科
擧
に
登
臺
す
れ
ば
統
治
者
に
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
被
治
者
に
と
い
う
よ
う
に
、
統
治
シ
ス
テ
ム
の
中
で
地
位
を
變
動
さ
せ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
統
治
者
・
被
治
者
と
い
う
二
つ
の
視
座
の
共
存
は
、
士
大
夫

層
と
い
う
存
在
を
歬
提
と
し
て
、
初
め
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
㊒
し
た
思
想
の
基
盤
た

り
得
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
近
世
の
社
會
は
身
分
が
固
定
さ
れ
、
武
士
階
級
で
な
け
れ
ば

基
本
的
に
統
治
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
統
治
者
・
被
治
者
と
い
う
二

つ
の
視
座
を
㊒
す
る
存
在
の
想
定
は
現
實
社
會
に

さ
ず
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
ち

得
え
な
い
。
そ
の
結
果
、
二
つ
の
立
場
は
渾
然
と
し
て
し
ま
っ
て
曖
昧
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
具
體
的
に
見
て
取
れ
る
の
が
、
や
は
り
、
人
民
が
儉
約
を
す
れ
ば
や
が

て
君
主
も
儉
約
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
言
う
蘭
洲
の
發
言
で
あ
る
。
儉
約
と
い

う
世
風
に
引
摺
ら
れ
る
形
で
君
主
が
儉
約
を
行
う
か
の
如
き
構
圖
に
な
っ
て
お

り
、
被
治
者
の
側
が
人
閒
社
會
を
牽
引
し
こ
れ
に
性
格
付
け
て
い
る
か
の
よ
う
で

も
あ
る
。
な
お
、
統
治
者
は
下
々
の
生
み
出
す
世
風
に
左
右
さ
れ
る
と
す
る
觀
念

は
、
蘭
洲
や
履
軒
の
王
統
觀
に
も
見
出
せ
る
こ
と
か
ら）

1（
（

、
懷
德
堂
儒
敎
の
根
底
に

橫
た
わ
る
觀
念
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
然
り
と
て
、
被
治
者
が
社
會
の
主

導
者
と
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
飽
く
迄
も
上
の
發
す
る
政
令
に
よ
り
行
爲
が
規

律
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
統
治
者
・
被
治
者
が
と
も
に
主
體
性
を
㊒
し
た
場
合
の
社

會
モ
デ
ル
が
、
未
成
熟
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

統
治
者
に
し
か
視
座
を
据
え
ぬ
徂
徠
學
を
、
統
治
者
・
被
治
者
の
兩
視
點
を
㊒

す
る
よ
う
擴
充
す
る
た
め
に
は
、
朱
子
學
の
枠
組
み
は
確
か
に
都
合
が
良
い
。
し

か
し
、
こ
の
二
つ
の
視
座
を
如
何
に
整
理
し
て
日
本
の
實
情
に
合
わ
せ
る
の
か
と

い
う
點
に
お
い
て
、
懷
德
堂
朱
子
學
は
つ
い
ぞ
朙
瞭
な
解
決
が
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
奢
侈
抑
制
を
軸
に
、
朱
子
學
・
徂
徠
學
・
懷
德
堂
の
統
治
論
を
檢
討
し

て
き
た
。
そ
の
結
果
、
反
徂
徠
を
標
榜
し
て
朱
子
學
を
宗
と
し
て
い
た
懷
德
堂

が
、
實
は
統
治
の
方
法
論
と
し
て
は
朱
子
學
の
德
治
主
義
を
放
棄
し
、
徂
徠
學
の



懷
德
堂
の
統
治
論

二
一
五

制
度
を
確
立
す
る
こ
と
で
人
心
を
改
め
る
と
い
う
方
法
論
を
踏
襲
し
て
い
た
こ
と

が
朙
か
と
な
り
、
そ
の
上
で
懷
德
堂
が
徂
徠
學
を
繼
承
し
、
朱
子
學
を
政
治
的
儒

敎
へ
と
再
構
築
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。

　

淡
窓
は
竹
山
が
後
年
、
徂
徠
を
駁
し
た
『
非
徵
』
を
悔
い
た
と
記
錄
し
て
い
る

が
、
そ
の
逸
話
の
仔
細
は
未
詳
で
あ
り
、
竹
山
が
悔
い
た
動
機
は
臆
測
す
る
し
か

な
い
。
本
論
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
懷
德
堂
の
儒
敎
は
徂
徠
學
を
一
つ
の
起

源
と
し
て
認
定
し
得
る
。
或
い
は
竹
山
は
、
そ
の
こ
と
に
氣
付
い
て
し
ま
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

㊟（
１
）　

湯
淺
常
山
『
文
會
雜
記
』
卷
之
三
上
（『
日
本
隨
筆
大
成
』
第
七
卷
、
吉
川
弘
文

館
、
昭
和
二
年
）、
六
四
四
頁
。

（
２
）　

小
島
康
敬
『
徂
徠
學
と
反
徂
徠
學
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
昭
和
六
十
二
年
）、
一
二
〇

頁
。

（
３
）　

原
念
齋
『
先
哲
叢
談
』
卷
之
四
（
和
泉
屋
金
右
衞
門
刊
、
文
化
十
三
年
）、
二
十

六
葉
表
。
引
用
に
際
し
、
變
體
假
名
な
ど
は
㊜
宜
通
用
の
表
記
に
改
め
て
い
る
。
以

下
同
じ
。

（
４
）　
『
增
補　

淡
窓
全
集
』
中
卷
（
日
田
郡
敎
育
會
編
、
思
文
閣
、
大
正
十
五
年
）、『
儒

林
評
』
一
〇
頁
。

（
５
）　

徂
徠
學
よ
り
懷
德
堂
へ
繋
が
る
思
想
史
的
脉
絡
は
、
例
え
ば
兵
學
や
漢
作
文
論
に

お
い
て
顯
著
に
認
め
ら
れ
る
。
拙
稿
「
五
井
蘭
洲
「
兵
論
」
に
つ
い
て
」（『
中
國
硏

究
集
刊
稱
號
』
總
六
十
四
號
、
平
成
三
〇
年
）、「
中
井
竹
山
に
見
る
懷
德
堂
の
漢
作

文
―
逹
意
を
軸
と
し
て
―
」（『
新
し
い
漢
字
漢
文
敎
育
』
六
十
八
號
、
平
成
三
十
一

年
）
を
參
照
。

（
６
）　

平
重
衟
「
懷
德
堂
學
の
發
展
（
Ⅱ
）」（『
宮
城
敎
育
大
學
紀
要
』
五
、
昭
和
四
十

六
年
）、
219
（
一
〇
二
）
頁
。

（
７
）　

藤
居
岳
人
「
尾
藤
二
洲
の
朱
子
學
と
懷
德
堂
の
朱
子
學
と
」（『
懷
德
堂
硏
究
』
第

八
號
、
平
成
二
十
九
年
）、
三
十
二
頁
。

（
８
）　

拙
稿
「
懷
德
堂
無
鬼
論
の
再
檢
討
―
祖
靈
を
軸
に
し
て
―
」（『
東
方
宗
敎
』
第
一

三
一
號
、
平
成
三
〇
年
）
を
參
照
。

（
９
）　
『
四
書
章
句
集
㊟
』（
中
華
書
局
、
西
曆
一
九
八
三
年
）、
三
頁
。

（
10
）　
『
朱
子
全
書　

修
訂
本
』
六
（
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
敎
育
出
版
社
、
西
曆
二

〇
一
〇
年
）、
五
一
三
頁
。

（
11
）　
『
日
本
倫
理
彙
編
』
七
（
井
上
哲
治
郞
、
蟹
江
義
丸
編
、
育
成
會
、
朙
治
三
十
五

年
）、
一
六
一
頁
。

（
12
）　
『
日
本
倫
理
彙
編
』
七
、
一
六
四
～
一
六
五
頁
。

（
13
）　

吉
川
幸
次
郞
、
丸
山
眞
男
、
西
田
太
一
郞
、
辻
逹
也
校
㊟
『
荻
生
徂
徠
』（
日
本

思
想
體
系
36
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
八
年
）、
三
一
一
頁
（
辻
）。

（
14
）　
『
荻
生
徂
徠
』、
三
一
六
頁
（
辻
）。

（
15
）　
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
一
（
み
す
ず
書
房
、
昭
和
四
十
九
年
）、
四
三
〇
頁
。

（
16
）　
『
荻
生
徂
徠
』、
二
一
九
頁
（
西
田
）。

（
17
）　

田
原
嗣
郞
『
徂
徠
學
の
世
界
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
平
成
三
年
）、
六
十
八
～
六

十
九
頁
。

（
18
）　

尾
藤
正
英
「
太
宰
春
臺
の
人
と
思
想
」（
家
永
三
郞
、
賴
惟
勤
校
㊟
『
徂
徠
學

派
』、
日
本
思
想
大
系
37
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
）、
四
八
七
頁
。

（
19
）　

中
村
春
作
『
徂
徠
學
の
思
想
圈
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
令
和
元
年
）、
二
〇
八
頁
。

（
20
）　

中
村
春
作
『
徂
徠
學
の
思
想
圈
』、
二
〇
七
頁
。

（
21
）　

尾
藤
正
英
「
太
宰
春
臺
の
人
と
思
想
」、
五
〇
七
頁
。

（
22
）　
『
日
本
倫
理
彙
編
』
六
（
井
上
哲
治
郞
、
蟹
江
義
丸
編
、
育
成
會
、
朙
治
三
十
五

年
）、
三
一
四
頁
。

（
23
）　
『
日
本
倫
理
彙
編
』
六
、
二
六
五
頁
。



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

二
一
六

（
24
）　
『
日
本
倫
理
彙
編
』
六
、
二
八
四
頁
。

（
25
）　

尾
藤
正
英
「
太
宰
春
臺
の
人
と
思
想
」、
五
一
一
頁
。

（
26
）　
『
日
本
經
濟
大
典
』
第
九
卷
（
鳳
文
書
館
、
平
成
四
年
）、
四
九
一
～
四
九
二
頁
。

（
27
）　
『
日
本
經
濟
大
典
』
第
九
卷
、
四
九
二
～
四
九
三
頁
。

（
28
）　

五
井
蘭
洲
『
鷄
肋
篇
』
一
（
大
阪
大
學
附
屬
圖
書
館
藏
）、
四
十
八
葉
表
。
な
お
、

「
其
所
善
者
」
を
底
本
は
「
其
善
則
」
に
作
る
が
、『
左
傳
』
他
諸
本
に
從
い
改
め
た
。

（
29
）　

阮
元
校
勘
『
春
秋
左
氏
傳
』（
嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
影
印
、
中
文
出
版
、
平
成

元
年
）、
四
三
七
四
～
四
三
七
五
頁
。

（
30
）　
『
文
津
閣
四
庫
全
書
』
六
九
五
（
商
務
印
書
館
、
西
曆
二
〇
〇
六
年
）、
九
〇
～
九

十
一
頁
。

（
31
）　
『
文
津
閣
四
庫
全
書
』
六
九
六
（
商
務
印
書
館
、
西
曆
二
〇
〇
六
年
）、
二
一
〇
～

二
一
一
頁
。

（
32
）　

馬
其
昶
『
韓
昌
黎
文
集
校
㊟
』
二
（
河
洛
圖
書
出
版
社
、
中
華
民
國
六
十
四
年
）、

三
十
九
頁
。

（
33
）　
『
鷄
肋
篇
』
一
、
五
十
四
葉
裏
。

（
34
）　
『
鷄
肋
篇
』
一
、
五
十
四
葉
裏
～
五
十
五
葉
表
。

（
35
）　
『
鷄
肋
篇
』
一
、
五
十
五
葉
表
～
裏
。

（
36
）　
『
鷄
肋
篇
』
一
、
四
十
八
葉
表
。

（
37
）　
『
漢
書
』
卷
五
十
六
（
中
華
書
局
、
西
曆
一
九
六
二
年
）、
二
五
〇
二
～
二
五
〇
三

頁
。

（
38
）　
『
鷄
肋
篇
』
一
、
四
十
九
葉
裏
。

（
39
）　
『
鷄
肋
篇
』
一
、
五
十
五
葉
裏
。

（
40
）　
『
日
本
倫
理
彙
編
』
六
、
一
四
七
頁
。

（
41
）　

履
軒
の
均
田
制
に
關
す
る
梗
槪
は
、
福
田
一
也
「
中
井
履
軒
『
均
田
茅
議
』
に
見

え
る
均
田
制
作
」（『
懷
德
堂
硏
究
』
第
六
號
、
平
成
二
十
七
年
）
を
參
照
。

（
42
）　
『
日
本
經
濟
大
典
』
第
二
十
三
卷
（
鳳
文
書
館
、
平
成
四
年
）、
七
四
三
頁
。

（
43
）　
『
日
本
經
濟
大
典
』
第
二
十
三
卷
、
七
四
三
～
七
四
四
頁
。

（
44
）　
『
日
本
經
濟
大
典
』
第
二
十
三
卷
、
七
〇
三
～
七
〇
四
頁
。

（
45
）　
『
日
本
經
濟
大
典
』
第
二
十
三
卷
、
七
三
八
頁
。

（
46
）　
『
草
茅
危
言
』
卷
五　

町
方
婚
禮
の
事
。『
草
茅
危
言
』
本
文
は
、
稻
垣
國
三
郞

『
中
井
竹
山
と
草
茅
危
言
』（
大
正
洋
行
、
昭
和
十
七
年
）
に
據
っ
た
。
三
六
五
頁
。

（
47
）　
『
周
易
逢
原
』
上
卷
（
岡
田
利
兵
衞
刊
、
大
正
十
五
年
）、
十
二
葉
裏
。

（
48
）　

小
堀
一
正
『
近
世
大
坂
と
知
識
人
社
會
』（
淸
文
堂
、
平
成
八
年
）、
六
十
頁
。

（
49
）　
『
草
茅
危
言
』
卷
二　

儒
者
の
事
、
一
五
二
頁
。

（
50
）　
『
鷄
肋
篇
』
一
、
二
十
九
葉
裏
。

（
51
）　

拙
稿
「
中
井
竹
山
に
見
る
懷
德
堂
の
漢
作
文
―
逹
意
を
軸
と
し
て
―
」、
三
十
七

頁
。

（
52
）　

藤
居
岳
人
「
中
井
履
軒
の
性
論
に
お
け
る
仁
齋
學
の
影
響
―
「
擴
充
」
の
語
を
め

ぐ
っ
て
」（『
中
國
硏
究
集
刊
霜
號
』
第
四
十
四
號
、
平
成
十
九
年
）、
十
四
頁
。

（
53
）　

藤
居
岳
人
「
中
井
履
軒
の
性
論
に
お
け
る
仁
齋
學
の
影
響
―
「
擴
充
」
の
語
を
め

ぐ
っ
て
」、
十
三
頁
。

（
54
）　

李
基
源
『
徂
徠
學
と
朝
鮮
儒
學
―
春
臺
か
ら
丁
若
鏞
ま
で
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
平

成
二
十
三
年
）、「
第
三
章　

太
宰
春
臺
に
お
け
る
徂
徠
人
閒
論
の
讀
み
直
し
」
を
參

照
。

（
55
）　

佐
藤
由
隆
「
五
井
蘭
洲
と
中
井
履
軒
の
格
物
致
知
論
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
涉
硏

究
』
十
號
、
平
成
二
十
九
年
）
を
參
照
。

（
56
）　

中
村
春
作
『
徂
徠
學
の
思
想
圈
』、
二
五
三
頁
。

（
57
）　

小
島
康
敬
『
徂
徠
學
と
反
徂
徠
學
』、
一
五
二
頁
。

（
58
）　

小
島
康
敬
『
徂
徠
學
と
反
徂
徠
學
』、
一
四
二
頁
。

（
59
）　

中
村
春
作
『
江
戶
儒
敎
と
近
代
の
「
知
」』（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
十
四
年
）、
一

三
四
頁
。

（
60
）　

松
本
三
之
介
「
幕
末
國
學
の
思
想
史
的
意
義
―
主
と
し
て
政
治
思
想
の
側
面
に
つ



懷
德
堂
の
統
治
論

二
一
七

い
て
―
」（
羽
賀
登
、
松
本
三
之
介
校
㊟
『
國
學
運
動
の
思
想
』、
日
本
思
想
大
系

51
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
）、
六
四
五
頁
。

（
61
）　

拙
稿
「
懷
德
堂
に
見
る
華
夷
論
の
超
剋
」（『
臺
大
日
本
語
文
硏
究
』
第
三
十
六

朞
、
中
華
民
國
一
〇
七
年
）
を
參
照
。




